
生駒市規則第３０号 

 生駒市公営企業会計補助金交付規則をここに公布する。 

  令和２年１０月１２日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市公営企業会計補助金交付規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、生駒市一般会計から公営企業会計（地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号。以下「法」という｡)第１７条の規定の適用を受ける特

別会計をいう。以下同じ｡)に対する補助金を交付することに関し必要な事項を

定めるものとする。 

 （補助金の交付対象経費等） 

第２条 補助金の交付対象となる経費等は、公営企業会計の予算において定めら

れる経費等で法第１７条の３の規定に基づく補助の対象となるもの（以下「交

付対象経費等」という｡)とする。 

 （補助金の交付手続） 

第３条 生駒市補助金等交付規則（平成２０年１０月生駒市規則第１９号。以下

「補助金等交付規則」という｡)第３条第１項及び第３項、第４条、第５条、第

６条、第８条から第１０条まで、第１２条第１項、第１３条、第１５条並びに

第１６条の規定は、補助金の交付手続について準用する。 

第４条 前条の規定により準用する補助金等交付規則第６条第１項の規定によっ

て交付の決定通知を受けた者が交付決定額を変更しようとするときは、前条の

規定により準用する補助金等交付規則第３条の交付の申請の手続に準じて行う

ものとする。 

２ 前項の申請があった場合において、当該補助金の交付決定は、前条の規定に



より準用する補助金等交付規則第４条に規定する交付決定の手続に準じて行う

ものとする。   

 （施行の細則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （補助金の交付対象経費等の特例） 

２ 令和２年度におけるこの規則の施行の日前の予算の執行等に係る交付対象経

費等については、第２条の補助金の交付対象経費等とする。 

 


